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滋賀県保健医療計画中間見直し（原案）に対して提出された 

意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方について 

 

１ 県民政策コメントの実施結果 

   令和４年４月15日（金）から５月15日（日）までの間、滋賀県民政策コメントに関する

要綱に基づき、「滋賀県保健医療計画中間見直し（原案）」についての意見・情報の募集を

行った結果、県民および団体・市町から合計39件の意見・情報が寄せられました。 

   これらの意見・情報に対する滋賀県の考え方は次のとおりです。 

   なお、取りまとめにあたり、提出された意見・情報の一部は、その趣旨を損なわない範

囲で内容を要約したものとなっています。 

 

２ 提出された意見・情報の内訳              ※（ ）内は内数 

項  目 県民 団体等 市町 

計画全般 ２件 ３件  

第 1部 総論 

 

第 1章 計画に関する基本事項 １件   

第 3章 基本理念  ２件  

第 4章 保健医療圏 ３件   

第 3部 総合的な医療福祉提供体制の整備 

 第１章 医療福祉提供体制の在り方 ２件 １件  

 第２章 地域医療構想 ６件 ２件  

 

第 3章 疾病・事業ごとの医療福祉体制 １件 ７件 ２件 

 

1 がん  （1）  

5 精神疾患  （3）  

6 救急医療（小児救急を除く）   （1） 

7 災害医療   (1) 

8 小児医療（小児救急を含む）  （1）  

12 新興感染症 （1） （2）  

第４章 患者・利用者を支える人材の確保  １件 ３件 

第 4部 計画の推進 １件 １件  

その他  １件  

計 16件 18件 ５件 

          合計  39件 
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３ 提出された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方 

 

※ 意見を踏まえて、原案を修正した個所は、色付けしております。  

NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

計画全般 

１ - コロナ感染が広がる前の医療計画で

は、新興感染症への対応など不十分な

ままであり、感染症対策を見据えた病

床の確保と医療体制の構築が必要と

考える。 

また、国が進める医療構想では、滋

賀県のような琵琶湖が中央にある特殊

な土地柄には、別の視点からの対応が

求められる。 

加えて、高度急性期・急性期病床の

大幅の削減は、県民の命と暮らしを壊

すものであり反対である。特に、急性期

病床を減らして回復期病床へ転換する

と、入院の間口が狭くなり必要な人が

入院できなくなる可能性が高くなる。ま

た、病床の高回転が求められるように

なり、医療従事者への負担はより一層

増すことになる。 

必要なことは、病床の削減ではなく

医師の確保であり、国が示す医師偏在

指数をもとにした改善計画では、必要

な医師の確保はできないと思われるた

め、滋賀県独自の確保計画を設ける必

要があると考える。 

新型コロナウイルス感染症への対応は、感染が一定収束

した段階での検証や方針決定が必要となるため、今回の中

間見直しでは、新型コロナウイルス感染症に対するこれまで

の取組を整理しており、新興感染症に対する方針等は、令和

６年度からの次期保健医療計画にむけて検討を進めてまい

りたいと考えます。 

滋賀県地域医療構想の策定にあたっては、地域の実情に

応じた課題抽出や実現に向けた施策を住民も含めた関係者

で検討してきたところです。また、地域医療構想における病床

機能の転換は、高度急性期・急性期病床の削減を目指すも

のではなく、団塊の世代全てが 75歳以上となる 2025年度に

おける人口比率などを根拠とした医療需要を基にして、限ら

れた医療・介護資源を有効に活用し、急性期から回復期、慢

性期まで患者が状態に見合った病床で、より良質な医療サー

ビスを受けられる体制を確保するために行うものです。 

国が示す医師偏在指標については、医師の絶対的な充足

状況ではなく、あくまでも相対的な偏在状況（全体における位

置関係）を示すものであり、国の推計では令和６年度時点で

も全国で約１万人の医師が不足するとなっていることから、本

県でも決して医師が充足している状況ではないと認識してい

ます。 

医師の確保や偏在解消に向けては、令和２年３月に別途

策定した「滋賀県医師確保計画」に基づき、取組を進めてい

ることから、今回の中間見直しでは、医師確保について見直

しを行わず原文のとおりとしますが、令和４年度予算におい

て、新たな事業の創設や事業の拡充を行うなど、その取組を

進めています。また、令和６年度からの次期滋賀県医師確保

計画の策定に向け、県内の実情を踏まえた実効性のある取

組ができるよう検討を重ねてまいります。 

 

 

 

 

 

 



3 

 

NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

２ - 当院は、甲賀保健医療圏域の中核

病院として、地域住民の安全・安心の

確保、患者サービスの向上のため、脳

卒中や周産期医療に関しても医師確保

に努め、地域の医療ニーズに対応して

いく方針である。 

甲賀保健医療圏を構成する甲賀市

は山間部も多く、湖南圏域病院への移

動は、特に甲賀市の住民にとって、大

きな負担となりブロック化の必要性はな

いと考える。 

 

医療の高度化への対応や医療資源の効率的な活用の観

点から、二次保健医療圏を越えた医療連携体制を構築する

必要がある疾患や分野については、ブロック化を進めており

ます。 

 ブロック化の検討にあたっては、地域医療の現状や課題、

医療提供体制の充実などの視点を踏まえた検討をしていると

ころであり、今後についても、引き続き御意見の視点も踏まえ

て各分野による検討を進めてまいります。 

 

３ - 現在の病床数でも急性期病床がひ

っ迫したために、入院・隔離ができない

事態が発生した。仮に、現在の新型コ

ロナ感染症が収束したとして、この計

画で新たな新型感染症のパンデミック

に対応することは、今以上に困難では

ないかと考える。 

 

新型コロナウイルス感染症への対応は、感染が一定収束

した段階での検証や方針決定が必要となるため、今回の中

間見直しでは、新型コロナウイルス感染症に対するこれまで

の取組を整理しており、新興感染症に対する方針等は、令和

６年度からの次期保健医療計画にむけて検討を進めてまい

りたいと考えます。 

 

４ - 滋賀県保健医療計画の P236 

「ICTの更なる利活用による県民の

健康づくりの推進」について 

 

滋賀県でも医療計画に、地域医療情

報ネットワークの利用を明記して、例え

ば特定検診やがん検診の精度管理、

がん登録に付随する業務などでも利用

してほしい。そうすることで、業務の効

率化が期待できるとともに、行政による

利用度に応じた負担をいただければ経

済的な意味でネットワークのより安定し

た運用が可能かと思う。 

本県では、平成 30年度より、ICTを活用した医療介護情報

連携システム「びわ湖あさがおネット」が運用されており、こ

れまで財政的な支援や利用者・登録患者の拡大に向けた普

及啓発を関係団体とともに実施してきたところです。 

また、「滋賀県 DX推進戦略」においては、従来の地域医

療連携に加えて、医療資源の偏在を補完する遠隔医療の実

施、健康維持・予防のための疫学分析、県民の主体的な健康

づくりに役立つ情報のフィードバックなど、将来的には県民一

人ひとりの状況に応じた適切な治療やケアが受けられるよ

う、本システムの更なる高機能化を目指しています。 

県民の健康を守るツールとして、システムの安定的な運用

が不可欠であることから、未参加施設への働きかけなど、利

用者拡大に向けた取組を関係機関とともに進めてまいりたい

と考えます。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

５ - 湖北圏域の人口十万人当たり順位

は全国 344圏域中、医師数 225位、歯

科医師数 258位、看護師数 175位、病

院数 343位、病床数 297位といずれも

極めて低位である。この現状の明示と

改善策が必要である。 

各圏域の状況や課題については、平成 28年３月に策定し

た「滋賀県地域医療構想」に整理しているため原案のとおりと

します。また、「滋賀県地域医療構想」を踏まえて、各圏域の

地域医療構想調整会議を中心として、地域医療機能の分化

と連携や地域包括ケアシステムの構築に向けた検討を進め

ており、県としても、地域医療介護総合確保基金等を活用し、

医療機関による自主的な機能分化・連携を推進しているとこ

ろです。 

医師や看護職の不足、領域・地域別偏在に対応すべく取組

を進めていますが、その解消にはまだまだ至っていないのが

現状です。今回の中間見直しは、国の医療計画策定方針が

改定された５疾病・５事業および在宅医療に関する項目や新

型コロナウイルス感染症に関する項目が主なものであり、人

材の確保については、大幅な見直しを行っておらず原文のと

おりとしますが、令和４年度予算において、新たな事業の創

設や事業の拡充を行うなど、医師や看護職の安定的な確保

に向けた取組を進めています。令和６年度からの次期滋賀県

保健医療計画および滋賀県医師確保計画の策定に向け、県

内の実情を踏まえた実効性のある取組ができるよう検討を重

ねてまいります。 

 

第 1部 総論  

第 1章 計画に関する基本事項 

６ １ 民間企業が入ると処理が迅速になる

ため、取組の推進にあたっては、関係

機関・団体に広く規制緩和してほしい。 

 これまでも健康づくりや介護予防などの分野で企業と連携

した取組を進めており、引き続き産官学で連携した取組を推

進してまいりたいと考えます。 

 

 第 3章 基本理念 

７ 15 「医療計画で目指す５つの姿」におけ

る「②③④・・サービスが提供される」、

「⑤・・体制が整備されている」の文言

が、人手をかけてがんばろう、でも忙し

いと無理だ、と思われる。 

 これまでも、目指す姿に向けて各分野での取組を進めてい

るところですが、計画の実効性を高めるために、今回の中間

見直しでは、ロジックモデルにより、目指す姿を実現するため

の施策を体系的に整理するとともに、不足している指標を新

たに設定しました。今後も、引き続き目指す姿を実現するた

めの取組を進めてまいりたいと考えます。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

８ 16 今般の新型コロナウイルス感染拡大

により、改めて行政機関の IT化デジタ

ル化が遅れていると感じる（例えば

FAXでのやりとり）。よって、(５)情報提

供と共有の内容は、より具体的に DX

の推進を図ることの強化を盛り込むべ

きである。 

「滋賀県ＤＸ推進戦略」を策定するなど、ワンストップで県民

本位の行政サービスが実現するよう、県行政のデジタル化を

進めているところですが、保健所における新型コロナウイル

ス感染症対策業務においても、HER-SYS 等の ICT のさらな

る活用を進めてまいります。 

 また、保健医療計画における ICT 活用については、現行計

画の「医療情報化の推進」として明記しているところですの

で、御意見を踏まえて、以下のとおり修正するとともに、令和

６年度からの次期保健医療計画の策定に向けて検討してま

いりたいと考えます。 

 

P16 10行 「（５） 情報提供と共有」 

 → 「（５） DXの推進による情報提供と共有」 

 

 第 4章  保健医療圏 

９ 17 医療計画の目指す姿は「県民がそれ

ぞれの地域で健康に暮らせること」で

あり、これには各圏域において等しい

医療提供体制を確保することが必要で

ある。湖北地域は、疾患別区域内完結

率においてどの疾患も県内トップの率

であり、この体制・数字を維持すること

が必要と考える。 

本筋は現圏域での供給体制確保で

あり、医師不足を原因としてこれを困難

とするなら、医師の確保計画・対策こそ

重点施策にすべきと考える。 

二次医療圏の見直しについては、各二次保健医療圏域の

市町や関係機関・団体から、現状を維持すべきという意見が

ある一方、患者の流出入や医師の配置の状況から見直すべ

きという意見が示されているところですので、今回の中間見

直しにおいて、各区域の状況等を踏まえて二次医療圏の在り

方を検討しました。 

 その結果として、二次医療圏の区域は現行のとおりとしまし

たが、各保健医療圏の人口や入院患者の動向、疾病・分野

ごとの医療連携体制の実情を勘案しながら、必要に応じて検

討していくこととしたため、御意見については、今後の参考と

させていただきます。 

 医師の確保に向けては、令和２年３月に別途策定した「滋

賀県医師確保計画」に基づき、取組を進めていることから、今

回の中間見直しでは、医師確保について見直しを行わず原

文のとおりとしますが、令和４年度予算において、新たな事業

の創設や事業の拡充を行うなど、その取組を進めています。

また、令和６年度からの次期滋賀県医師確保計画の策定に

向け、県内の実情を踏まえた実効性のある取組ができるよう

検討を重ねてまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

10 17  県は、二次保健医療圏の湖西圏域と

湖北圏域の統合をしようとしているの

か。各地域で身近に安心して医療に掛

かることが県民の願いであり、７圏域内

で医療体制を充実していくことが必要

ではないか。また、圏域外の流入・流

出率が高いのは、医療圏域での医療

体制が患者ニーズに合っていないから

ではないか。 

湖西・湖北地域は人口減少が問題に

なっている地域でもあり、より安心して

住み続けられるためにも、国の基準に

沿った医療圏域の統合見直しはすべき

ではないと考える。 

県としては、統合を目的にしているのではなく、地域におけ

るより良い医療が提供できる連携体制の構築に向けた取組

を進めているところです。 

二次医療圏の見直しについては、各二次保健医療圏域の

市町や関係機関・団体から、現状を維持すべきという意見が

ある一方、患者の流出入や医師の配置の状況から見直すべ

きという意見が示されているところですので、今回の中間見

直しにおいて、各区域の状況等を踏まえて二次医療圏の在り

方を検討しました。 

 その結果として、二次医療圏の区域は現行のとおりとしまし

たが、各保健医療圏の人口や入院患者の動向、疾病・分野

ごとの医療連携体制の実情を勘案しながら、必要に応じて検

討していくこととしたため、御意見については、今後の参考と

させていただきます。 

 

11 19 （３）課題について 

１点目は、圏域の集約化で、医療へ

のアクセスが悪くなると更なる少子化

に拍車をかける。高齢化に伴う医療へ

の需要が多くなることも鑑み、今の圏

域で医療提供体制を充実させていく必

要があると考える。 

２点目に医療資源の偏在とあるが、

医療圏域の集約が偏在の解消になる

のかは疑問である。大津市民病院でも

医師の大量退職が問題となり、今後も

医師確保が課題である。偏在ではな

く、医師をどう確保するかを具体化する

ことを要望する。 

 これまでも小児科・産科に対する取組を推進しております

が、引き続き少子化対策に取り組むとともに、小児科・産科の

患者数の減少が見込まれている中でも、地域において必要

な医療が供給できるように取組を推進してまいります。また、

高齢化に伴う疾患に対する医療需要の高まりは、課題として

認識しており、団塊の世代全てが 75歳以上となる 2025年を

見据えて、地域医療構想を策定して取組を進めているところ

です。 

医師の確保に向けては、令和２年３月に別途策定した「滋

賀県医師確保計画」に基づき、取組を進めていることから、今

回の中間見直しでは、医師確保について見直しを行わず原

文のとおりとしますが、令和４年度予算において、新たな事業

の創設や事業の拡充を行うなど、その取組を進めています。

また、令和６年度からの次期滋賀県医師確保計画の策定に

向け、県内の実情を踏まえた実効性のある取組ができるよう

検討を重ねてまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

第 3部 総合的な医療福祉体制の整備 

第 1章 医療福祉提供体制のあり方 

12 27 

28 

退院調整が困難になるのは冬場が

多いが、その時期には、まず介護系施

設が満員になり、次に療養型、回復期

と埋まっていく現象がある。冬場におけ

る介護系施設の利用は、ショートステイ

などが多いが、施設の多くは民間経営

であり、冬場に備えて「気候の良い時

期」に余裕を持つことは経営上困難で

ある。 

制度として、冬場の余力を確保する

ためには、「気候の良い時期」に介護者

のレジャー目的などを含む、レスパイト

入院・レスパイト目的のショートステイ

を推奨・後押しする施策が有効なので

はないかと考える。 

 

御意見については、今後の参考とさせていただき、本人・

家族の生活の継続、不安、負担を踏まえたレスパイト入院や

ショートステイの利活用が進むよう、制度の周知・提供体制の

整備を行ってまいります。 

13 29 新型コロナウイルスに感染した際の

対応が遅く、保健所機能は崩壊してい

た。その後も、検査も受けられない状

況は続いており感染が拡大するのは

当然である。保健所体制の抜本強化が

必要である。 

 

 感染症対策業務に的確に対応できるよう、本年４月には各

保健所に「健康危機管理係」を設置するなど、保健所体制の

強化を図ってきたところですので、今後も、地域の健康危機

管理の拠点としての役割を担うことができるよう、適切な体制

整備に努めます。 

 

14 29  民間企業が開発したアプリを使用し

て、オンラインにてＰＣＲ検査キットや証

明書等の交付申請が行えたが、保健

所の手続きが極めて遅く、自宅療養期

間証明書の発行に 1 カ月ほどかかっ

た。 

 2025 年を見据え、徹底的にデジタル

化を推進し、マイナンバーカードとの連

携する適切なシステム構築を早急にお

願いしたい。まずは保健所の運営にお

いて、適切なデジタル化をお願いした

い。 

 

 

 「滋賀県ＤＸ推進戦略」を策定するなど、ワンストップで県民

本位の行政サービスが実現するよう、県行政のデジタル化を

進めているところですが、保健所における新型コロナウイル

ス感染症対策業務においても、HER-SYS 等の ICT のさらな

る活用を進めてまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

第２章 地域医療構想 

15 31  地域医療構想による急性期病床削減

方針は財政上からの医療費削減が基

本哲学であり、命と健康を保持し基本

的人権を保障すべき国の役割から乖

離している。 

滋賀県地域医療構想は、急性期病床や医療費を削減する

ためではなく、団塊の世代全てが 75歳以上となる 2025年度

における人口比率などを根拠とした医療需要を基にして、限

られた医療・介護資源を有効に活用し、急性期から回復期、

慢性期まで患者が状態に見合った病床で、より良質な医療サ

ービスを受けられる体制を目指すものです。 

 

16 31  国が進める医療構想では、大幅な病

床削減が計画されており、安心して入

院できなくなる可能性がある。必要な

病床の確保や医療スタッフの確保に努

めることを強く求める。 

 地域医療構想における病床機能の転換は、高度急性期・急

性期病床の削減を目指すものではなく、団塊の世代全てが

75 歳以上となる 2025 年度における人口比率などを根拠とし

た医療需要を基にして、限られた医療・介護資源を有効に活

用し、急性期から回復期、慢性期まで患者が状態に見合った

病床で、より良質な医療サービスを受けられる体制を確保す

るために行うものです。 

 今回の中間見直しは、国の医療計画策定方針が改定され

た５疾病・５事業および在宅医療に関する項目や新型コロナ

ウイルス感染症に関する項目が主なものであり、人材の確保

については、大幅な見直しを行っておらず原文のとおりとしま

すが、令和４年度予算において、新たな事業の創設や事業

の拡充を行うなど、医師や看護職など医療人材の安定的な

確保に向けた取組を進めています。また、令和６年度からの

次期滋賀県保健医療計画および滋賀県医師確保計画の策

定に向け、県内の実情を踏まえた実効性のある取組ができ

るよう検討を重ねてまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

17 34 新型コロナウイルス感染症が収まら

ない状況であり、病床を削減するので

はなく病床数や看護師・医師等の医療

関係者を確保し、疲弊している医療関

係者にゆとりを持たせてほしい。 

地域医療構想は、病床削減を目指すものではなく、団塊の

世代全てが 75 歳以上となる 2025 年度における人口比率な

どを根拠とした医療需要を基にして、限られた医療・介護資源

を有効に活用し、急性期から回復期、慢性期まで患者が状態

に見合った病床で、より良質な医療サービスを受けられる体

制を目指すものです。 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大があったも

のの、人口減少・高齢化は着実に進みつつあり、医療ニーズ

の質・量が変化するとともに、労働力人口の減少も一層厳しく

なりつつあることや、各地域において、こうした実態を見据え

つつ、効率的な医療提供体制を維持していくため、医療機能

の分化・連携の取組は必要不可欠であることなど、地域医療

構想の背景となる中長期的な状況や見通しは変わっておりま

せん。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により機

能分化・連携等の重要性を改めて認識したところです。  

そのため、引き続き進行する人口構造の変化を見据えた

上で、新興感染症等が発生した際の影響にも留意しつつ、質

の高い効率的な医療提供体制の構築に向けた取組を着実に

進める必要があることから、本県においては国の動向を踏ま

えながら、地域の実情に応じた議論を進めてまいります。 

 今回の中間見直しは、国の医療計画策定方針が改定さ

れた５疾病・５事業および在宅医療に関する項目や新型コロ

ナウイルス感染症に関する項目が主なものであり、人材の確

保については、大幅な見直しを行っておらず原文のとおりとし

ますが、令和４年度予算において、新たな事業の創設や事業

の拡充を行うなど、医師や看護職など医療人材の安定的な

確保に向けた取組を進めています。また、令和６年度からの

次期滋賀県保健医療計画および滋賀県医師確保計画の策

定に向け、県内の実情を踏まえた実効性のある取組ができ

るよう検討を重ねてまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

18

～

21 

34 2025 年における必要病床数は急性

期・高度急性期は併せて 2020 年度比

1,887 床の減となっているが、急性期病

床はコロナ患者を受け入れてきた病床

であり、今後コロナの状況や、さらなる

新興感染症の流行の可能性を考える

と、病床削減はするべきではないと考

える。 

 

ほか同様の御意見 ３件 

 地域医療構想における病床機能の転換は、高度急性期・急

性期病床の削減を目指すものではなく、団塊の世代全てが

75 歳以上となる 2025 年度における人口比率などを根拠とし

た医療需要を基にして、限られた医療・介護資源を有効に活

用し、急性期から回復期、慢性期まで患者が状態に見合った

病床で、より良質な医療サービスを受けられる体制を確保す

るために行うものです。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大があったもの

の、人口減少・高齢化は着実に進みつつあり、医療ニーズの

質・量が変化するとともに、労働力人口の減少も一層厳しくな

りつつあることや、各地域において、こうした実態を見据えつ

つ、効率的な医療提供体制を維持していくため、医療機能の

分化・連携の取組は必要不可欠であることなど、地域医療構

想の背景となる中長期的な状況や見通しは変わっておりませ

ん。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により機能

分化・連携等の重要性を改めて認識したところです。  

 そのため、引き続き進行する人口構造の変化を見据えた上

で、新興感染症等が発生した際の影響にも留意しつつ、質の

高い効率的な医療提供体制の構築に向けた取組を着実に進

める必要があることから、本県においては国の動向を踏まえ

ながら、地域の実情に応じた議論を進めてまいります。 

 また、新興感染症への対応については、可塑性に富んだ必

要な対策が機動的に講じられるよう、次期保健医療計画で

「新興感染症等の感染拡大時における医療」に関する記載を

盛り込むこととしています。 

 

22 36  「令和元年度（2019 年度）から構想区

域ごとの地域医療構想調整会議のお

ける議論が円滑に進むよう・・・、滋賀

県地域医療構想調整推進会議を設置

しました。」とあるが、設置後の取組状

況などの記載が必要ではないか。 

御意見を踏まえて、以下のとおり修正いたします。 

 

P36 ４行目 

「令和元年度（2019 年度）から・・・滋賀県地域医療構想調

整推進会議を設置しました。」 

→「令和元年度（2019 年度）から・・・滋賀県地域医療構想

調整推進会議を設置し、各構想区域の進捗状況を把握する

などの取組を行っています。」 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

第 3章 疾病・事業ごとの医療福祉体制 

 1 がん 

23 41 「新型コロナウイルス感染症による

受診控えがないよう、定期的な検診の

受診をすすめていきます。」とあるが、

実施主体はどこになるのか。 

取組を実施していく上では、市町、企業、保険者、関係団体

など検診の実施主体が中心として多くの関係者がかかわる

ため、御意見を踏まえて以下のとおり修正いたします。 

 

P41 26行目 

「新型コロナウイルス感染症による受診控えがないよ

う、・・・」 

→「県、市町、企業、保険者および関係団体等は、新型コ

ロナウイルス感染症による受診控えがないよう、・・・」 

 

 5 精神疾患 

24 62 「児童・思春期精神疾患、発達障害

については、精神科医・小児科医に対

する「神経発達症、児童思春期医療従

事者研修（医師向け）」を実施し・・・」と

あるが、妥当な訳語変更だと思う。周

知をお願いする。 

 

 神経発達症・児童思春期医療普及啓発のための県民向け

公開講座や神経発達症・児童思春期医療従事者研修会等の

機会に、適切な言葉の周知に努めます。 

25 63  「対応困難事例など精神障害のある

本人および家族が安定した生活を継続

するための相談支援体制を構築しまし

た。」とあるが、妥当な表現であるもの

の、あまり周知できていないと思うの

で、周知し機能するようにお願いする。 

 

 神経発達症・児童思春期医療普及啓発のための県民向け

公開講座や神経発達症・児童思春期医療従事者研修会等の

機会に、適切な言葉の周知に努めます。 

26 64  「新型コロナウイルス感染症の感染

者やその家族、医療従事者、クラスタ

ーが発生した職員等に対するこころの

ケアを行います。」という文言は、大事

な一文であり、明文化されていてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 引き続き、取組を推進してまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

 6 救急医療（小児救急を除く） 

27 69 救急医療のブロック化は、医療機関

の経営に対するインパクトが大きく、公

立病院を有する自治体の財政を直撃

する恐れがあり、生活への影響から市

民・議会の関心も高い。検討の場がな

いままブロック化が進むことを非常に

懸念している。 

 救急医療体制に関するブロック化については、検討の場を

設けて協議を行い、検討を進めてまいります。 

 7 災害医療 

28 73 ＢＣＰを策定された病院（災害拠点病

院ではない一般病院）から「机上の計

画ができても、災害時の実際の動きが

分からない。防災訓練など実動を想定

した訓練に参加させていただくなどによ

り、具体の流れを確認したい。」との要

望を聞いている。 

県総合防災訓練や保健所単位の訓

練に医療機関が参画し実動演習が行

えるようにするなど、防災当局とも調整

のうえ、計画の作りっぱなしで終わらな

い支援策を検討願いたい。 

 

 医療機関が BCPに基づく訓練を実施するために、県担当

部局や保健所に御相談いただけましたら、県としてできる支

援や防災訓練等との連携について検討のうえ、個別に対応し

ていきたいと考えています。 

8 小児医療（小児救急を含む） 

29 79 小児救急医療に関する圏域の見直

しについての議論の遅れは、コロナ禍

において、ある程度やむを得ないと思

う。 

しかしながら、本件は、子育て支援

に直結する重要な課題であり、開催時

期について県の目標を明確にした上

で、医師の人事の検討などを含め、ス

ピード感をもって具体性のある議論を

進めていただきたい。 

 

 

 

 

 

 小児救急医療に関する圏域の見直しについては、医師の

時間外労働規制適用が大きく影響することから、その適用時

期（令和６年４月）も考慮したうえで、ブロックごとに議論を進

めてまいりたいと考えます。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

12 新興感染症 

30 102 感染症指定医療機関の特に第 1 種

感染症指定医療機関が、県北部にも必

要と考える。新型コロナの発生状況を

見ていると、大津市、彦根市、長浜市等

が、感染者が多く、新興感染症につい

ては一類に準ずとなっていることから、

一類の病床確保が必要と考える。 

 第１種感染症指定医療機関は、エボラ出血熱等の感染力、

り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた極め

て高い感染症である一類感染症に対応するために、国の設

置基準に基づき、都道府県ごとに１か所指定するものです。 

 また、今後の新興感染症等の感染拡大時に、可塑性に富

んだ必要な対策が機動的に講じられるよう、次期保健医療計

画で「新興感染症等の感染拡大時における医療」に関する記

載を盛り込むこととしています。 

 

31 104 自宅療養では同居家族が感染した

事例が多くみられた。素人に予防対策

を任せるのは間違いであり、感染症の

基本は専門家による厳格な解離（入

院）であるはず。 

 

 新型コロナウイルス感染症患者にかかる入院対象の考え

方については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律施行規則で示されており、本県におきまして

も関係法令を踏まえて適切に対応したいと考えています。 

32 105 感染防止：保健所との連携が重要で

すが、県民が日常のシステムで動ける

検査体制の充実が感染予防に有効で

あると考える。新興感染症の調査研究

を含め開業医・休日夜間診療所・１－３

次救急外来などで、県民が不安を感じ

た時にすぐ検査できる体制を望む。 

 

隔離対策：新興感染症については、

感染症の原則「隔離」に準じ、隔離対策

の充実が原則と考える。自宅療養は、

感染症の分類、ワクチンの確立・治療

方法の確立がされた場合には、有効だ

が、それ以外は基本隔離を譲らない対

策を望む。 

 

病床確保：国の定めた病床数では、

今回のような感染拡大で不十分であっ

たことがあきらかになった。全県 32 床

では対応できないため、特に大津医療

圏域・湖東医療圏域一類の病床確保を

望む。また、そのために国へ病床拡大

の意見を挙げることを望む。 

 発熱者等が近くの医療機関を受診できるよう診療・検査医

療機関を指定し、県ホームページで公表するとともに、検査

が必要な方に対して必要な検査を提供できるように体制の整

備や各種取組を実施しているところです。 

 新型コロナウイルス感染症患者にかかる入院対象の考え

方については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律施行規則で示されており、本県におきまして

も関係法令を踏まえて適切に対応したいと考えています。 

 第１種感染症指定医療機関は、エボラ出血熱等の感染力、

り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた極め

て高い感染症である一類感染症に対応するために、国の設

置基準に基づき、都道府県ごとに１か所指定するものです。 

 また、今後の新興感染症等の感染拡大時に、可塑性に富

んだ必要な対策が機動的に講じられるよう、次期保健医療計

画で「新興感染症等の感染拡大時における医療」に関する記

載を盛り込むこととしています。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

第 4章 患者・利用者を支える人材の確保 

33 108 【新設】医師の働き方改革＜長時間

労働の医師の労働時間短縮及び健康

確保のための措置の整備等＞ 

 

（理由）医師の働き方改革やタスク・

シフト／タスク・シェアの推進は 2024

年４月に向かって段階的に推進してい

くことから入れておくことが必要ではな

いかと考える。 

 医師の確保や偏在解消に向けては、令和２年３月に別途策

定した「滋賀県医師確保計画」に基づき、取組を進めており、

御意見の内容についても「滋賀県医師確保計画」に記載して

いるため、今回の中間見直しでは、原文のとおりとしますが、

令和４年度予算において、新たな事業の創設や事業の拡充

を行うなど、その取組を進めています。また、令和６年度から

の次期滋賀県医師確保計画の策定に向け、県内の実情を踏

まえた実効性のある取組ができるよう検討を重ねてまいりま

す。 

 

 1 保健師・助産師・看護師・准看護師 

34 108 【新設】病院における特定行為を行

える看護師の育成 

 

（理由）P112 や P113 で、在宅医療

における看護師に対して、特定行為を

記載しているが、病院においても特定

行為を行える看護師の育成が必要で

あり、看護師特定医療行為研修指定研

修機関を増やしていくことが必要では

ないかと考える。 

医師の働き方改革も踏まえ、病院においても特定行為研

修修了者を確保することは、たいへん重要であると認識して

います。現在、県内で唯一の指定研修機関である滋賀医科

大学は、全 21区分の取得が可能であり、多様な特定行為研

修へのニーズに応えることのできる研修機関であると考えて

います。補助事業の活用等による病院の受講しやすい環境

づくりや、特定行為研修修了者の現場での活用促進に引き

続き取り組んでまいります。また、令和６年度からの次期滋

賀県保健医療計画の策定に向け、実効性のある取組ができ

るよう検討を重ねてまいります。 

 

35 108 

109 

需給推計は、一定の方向性として捉

えるべきものであり、看護職員の確保

については、次期計画の策定に向けて

検討していく必要があると記載されて

いるが、現場の看護師としては、シナリ

オ③(P109図表３－４－１－２)であって

も、少なくとも 2倍の人員確保が必要と

考える。 

 

 

 

国が令和元年度に公表した需給推計は、あくまでも需要と

供給の今後の大きな方向性を示すものであると認識していま

す。令和６年度からの次期滋賀県保健医療計画の策定に向

け、県内の実情を踏まえた適切な各種指標を設け、看護職員

の安定的な確保に向けた実効性のある取組ができるよう検

討を重ねてまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

36 112 「専門性の高い看護職員を養成する

ため、看護師等養成所の安定した運営

を支援します。」「看護チームの一員で

ある看護補助者を確保するとともに、

資質向上を図ります。」と掲げられてい

るが、具体的な方策を記載いただきた

い。また、数値目標を示していただきた

い。 

 「看護師等養成所の安定した運営支援」については、公立

を除く養成所に対し運営費の補助を行っています。令和３年

度には、専任教員の確保のため補助基準額を増額するなど

事業の拡充を行っています。「看護補助者の確保・資質向上」

については、滋賀県ナースセンターやハローワーク等と連携

し確保に取り組むほか、令和４年度から新たに滋賀県ナース

センターにおいて看護補助者への研修を実施するなどその

取組を進めているところです。他の記載との整合を図るた

め、原文のとおりとしますが、令和６年度からの次期滋賀県

保健医療計画の策定に向け、県内の実情を踏まえた実効性

のある取組ができるよう検討を重ね、より具体的に記載がで

きるよう努めてまいります。 

 

第 4部 総合的な医療福祉体制の整備  

第 1章 推進体制および評価 

37 117 計画の推進に協力することは地域医

療の充実・強化につながると思うが、小

児科医や産科医の確保は、滋賀県医

師確保法により好転しているのか。ま

た、県全体としての小児科医や産科医

の割合は低いのか。 

 小児科および産科の医師数については、全国的に不足して

いる状況であり、本県においては、若干の増加傾向にはある

ものの、まだまだ不足している状況であると認識しています。

そのため、特に喫緊の課題である産科医の確保に向け、令

和４年度から新たに産科医を目指す専攻医向けの貸付金制

度を創設するなど、取組を強化し進めているところです。ま

た、令和６年度からの次期滋賀県医師確保計画の策定に向

け、県内の実情を踏まえ、診療科偏在の解消に向けた実効

性のある取組ができるよう検討を重ねてまいります。 

 

38 118 今回の見直しにおいて、一部不足し

ていた数値目標や指標をきちんと設定

されたことは評価できる。ただし、設定

された以上は、きちんと結果をフォロー

し、未達成の目標については原因究明

と対策の検討、もしくはそもそも目標値

が適切であったか検証する等、いわゆ

るＰＤＣＡを回して次回につなげていく

ようお願いする。 

御意見の通り、計画策定後の進行管理が重要と認識して

おり、中間見直しで導入したロジックモデルでは、設定した数

値目標がどの施策に関係しているのか、施策の効果を図る

指標が正しく設定されているのかを把握することができるた

め、より実効性がある進行管理ができると考えています。 

 また、今回の中間見直しでは、５疾病・５事業および在宅医

療のみロジックモデルを活用したので、その他の項目につい

ても、令和６年度からの次期保健医療計画では、ロジックモ

デルを導入して目標の設定や進行管理をしてまいります。 
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NO 頁 意見・情報の概要 滋賀県の考え方 

 その他 

39 － （原案）は文字情報が多くてわかりに

くい。説明資料としては、もう少しビジュ

アル的な説明や工夫があった方がよい

かと思う。 

 御意見を踏まえて、県民への周知を図る際には、概要版だ

けでなく中間見直しの要点をまとめた資料を作成するなど、

わかりやすい情報発信を検討してまいります。 

 

 


